法定外公共物使用許可
申請にあたっての注意事項
提出書類

１．申請書　　申請者は堺市下水道事業管理者として市にて作成します

２．位置図

３．地籍図の写し（３か月以内のもの）

４．現況平面・断面図

５．工作物構造図（平面・断面図）

６．求積図（占用管等の求積図）
７．現況写真（管を入れる部分を赤で明示）
８．利害関係者の同意書 （道路の場合―町会長、区長等、
　　　　　　　　　　　　 河川の場合―水利組合等）

　　　・赤印　　１部

　　　・コピー　３部

９．その他市長が指定する書類

○開発行為等、個人の利便のために工事を施行する場合

１．土地の登記事項証明書の写し（３か月以内のもの）
２．境界確定図の写し

３．請書

提出部数　　掘削がある場合・・３部＋起案１部、掘削がない場合・・２部＋起案１部

　　　　　　 河川の場合、経由用に別途、協議書１部と申請関係書類２部を添付

経由先　　　上下水道局下水道部下水道管路課（公共下水道区域）

　　　　　　 建設局土木部河川水路課（その他の区域）
